
日
本
に
お
け
る
古
代
山
城
の
変
遷
!
と
く
に
鞠
智
城
を
中
心
と
し
て
|

は
じ
め
に

古
代
山
城
は
、
白
村
江
の
敗
戦
後
、

ら
れ
た
軍
事
施
設
で
あ
る
。

そ
の
研
究
は
膨
大
に
あ
る
が
、
七
世
紀
の
山
城
に
関
す
る
も
の
、
特
に
造
営

目
的
や
築
城
技
術
な
ど
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
が
多
い
。
ま
た
、
個
々
の
山

城
の
研
究
が
進
む
一
方
で
、
古
代
山
城
の
包
括
的
な
研
究
は
あ
ま
り
進
捗
し
て

い
な
い
。
そ
の
た
め
、
郡
家
が
郡
庁
・
正
倉
・
厨
家
・
舘
で
構
成
さ
れ
て
い
た

よ
う
に
、
古
代
山
城
の
城
内
に
ど
の
よ
う
な
共
通
の
基
本
施
設
が
あ
っ
た
の
か
、

す
な
わ
ち
古
代
山
城
の
具
体
的
な
構
造
す
ら
今
日
に
お
い
て
も
解
明
さ
れ
て
い

な
し
。

対
外
防
衛
の
た
め
に
西
日
本
各
地
に
造

ま
た
、
古
代
山
城
の
中
に
は
九
世
紀
以
降
、
す
な
わ
ち
平
安
時
代
ま
で
存
続

し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
そ
の
一
つ
で
あ
る
鞠
智
城
は
、
文
献
史
料
で
文
武
二

年
(
六
九
八
)
か
ら
元
慶
三
年
(
八
七
九
)
ま
で
存
続
し
て
い
た
こ
と
が
確
認

で
き
る
。
さ
ら
に
、
発
掘
調
査
で
は
天
智
朝
後
半
に
築
城
さ
れ
、
十
世
紀
以
降

に
廃
絶
し
た
と
考
え
ら
れ
、
約
二
百
五
十
年
間
も
存
続
し
た
古
代
山
城
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
七
世
紀
以
降
の
古
代
山
城
の
役
割
と
変
遷
に
つ
い
て
は
、
今
日

に
至
る
ま
で
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
現
時
点
で
の
史
・
資
料
に
基
づ
い
て
、
こ
れ
ま
で
明
ら

か
に
さ
れ
な
か
っ
た
七
世
紀
以
降
の
古
代
山
城
の
実
態
を
検
討
し
、
と
く
に
鞠

智
城
を
中
心
に
八
世
紀
か
ら
九
世
紀
以
降
の
古
代
山
城
の
役
割
と
変
遷
の
研
究

古
内

絵
里
子

を
行
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
な
ぜ
平
安
時
代
ま
で
古
代
山
城
が
存

続
し
た
の
か
と
い
う
問
題
を
解
明
す
る
。

一
.
古
代
山
城
の
存
続
期
間

文
献
史
料
に
み
え
る
古
代
山
城
、
す
な
わ
ち
朝
鮮
式
山
城
は
、
史
料
の
初
出

順
に
長
門
の
城
、
大
野
城
、
基
捧
城
、
高
安
城
、
屋
嶋
城
、
金
田
城
、
一
ニ
尾
城
、

鞠
智
城
、
三
野
城
、
稲
積
城
、
茨
城
、
常
城
の
十
二
城
が
あ
り
、
近
江
、
畿
内
、

瀬
戸
内
、
西
海
道
に
展
開
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
鬼
ノ
城
や
永
納
山
城
を
は
じ
め
と
す
る
文
献
史
料
に
は
見
え
な
い

神
龍
石
系
山
城
も
間
じ
く
西
日
本
に
分
布
し
、
合
わ
せ
て
約
三
十
も
の
城
が
七

世
紀
に
築
か
れ
た
(
第
1
図)。

た
だ
し
、
神
龍
石
系
山
城
の
築
城
年
代
に
つ
い
て
は
、
『
日
本
書
紀
』
斉
明

四
年
(
六
五
八
)
是
歳
条
に
「
由
レ
是
、
国
家
以
~
丘
〈
士
・
甲
卒
自
陣
一
西
北
畔
…
。

繕
一
一
修
城
柵
-
断
一
二
塞
山
川
一
之
兆
温
」
と
み
え
る
こ
と
か
ら
、
斉
明
七
年
に
遷

宮
さ
れ
た
朝
倉
橘
広
庭
宮
を
中
心
と
す
る
防
衛
網
と
し
て
、
瀬
戸
内
か
ら
九
州

北
部
に
築
城
を
行
っ
た
と
み
る
斉
明
朝
説
(
一
)
、
自
村
江
の
敗
戦
後
の
対
外
紡

衛
と
西
日
本
支
配
の
た
め
と
す
る
天
智
朝
説
(

F

)

、
斉
明
朝
に
築
城
を
間
開
始
し
、

白
村
江
の
敗
戦
後
に
一
部
修
繕
し
防
衛
網
を
構
築
す
る
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い

っ
た
と
す
る
折
衷
説
(
ミ
)
と
、
自
村
江
の
敗
戦
前
か
後
で
議
論
が
分
か
れ
て
お

り
、
朝
鮮
式
山
減
と
同
じ
性
格
を
有
し
て
い
た
の
か
否
か
と
い
う
問
題
も
未
だ

1
1
 

Q
U
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A金田城 8大野城 C基緯城 D:屋嶋城 E:高安城
①長門城 @常減 ③茨城 ④三尾城(①~④iま推定地)
1 雪山城 2鹿毛篤城 3御所ヶ谷城 4 n警原滅 5おつlま山城
5帯殴山城 7高良山城 8阿志岐山城 9女山城
10杷木城 11 石城山城 12 鬼ノ城 13 大廻小廻山城
14矯磨城山城 15永納山城 16 賛d皮城山城

J J 

解
明
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
、
本
章
で
は
朝
鮮
式
山
城
を
中
心
に
各
山
城
の
存
続
期
間
を
考
察
し
、

廃
城
時
期
と
そ
の
要
因
を
論
究
す
る
こ
と
に
し
た
い
(
第
1
表
参
照
)
。

(
一
)
長
門
の
城

史
料
1
『
日
本
書
紀
』
天
智
四
年
(
六
六
五
)
八
月
条

遺
一
達
率
答
休
春
初
一
、
築
一
一
城
於
長
内
閣
一
。
遺
一
一
達
率
憶
礼
福
留
・
達
率

四
比
福
夫
於
筑
紫
国
一
、
築
一
一
大
野
及
株
二
域
。

古代山城分布図第 1密

長
内
の
城
は
、
史
料
1
に
み
え
る
よ
う
に
天
智
四
年
(
六
六
五
)
に
亡
命
百

済
人
答
体
春
初
を
派
遣
し
て
築
城
さ
れ
る
。
吋
日
本
書
紀
』
天
智
九
年
二
月
条

に
も
「
又
築
…
…
長
門
城
一
・
筑
紫
城
二
一
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
天
智
紀
に
よ
く

み
え
る
記
事
の
重
複
で
あ
り
、
史
料
1
の
重
出
記
事
と
考
え
ら
れ
る
(
凶
)
。
長

門
の
城
に
関
す
る
史
料
は
こ
の
二
つ
し
か
な
く
、
遺
構
も
現
在
ま
で
見
つ
か
っ

て
い
な
い
た
め
、
廃
城
の
時
期
は
不
明
で
あ
る
。

(
一
一
)
大
野
城

大
野
城
は
、
長
門
の
城
と
同
じ
く
天
智
四
年
八
月
に
亡
命
百
済
人
を
派
遣
し

て
築
城
さ
れ
た
(
史
料
1
)
。

八
世
紀
の
大
野
城
の
活
動
を
明
示
す
る
史
料
は
な
い
が
、
宝
亀
五
年
(
七
七

四
)
コ
一
月
三
日
に
は
、
城
内
に
四
王
院
が
建
立
さ
れ
た
(
五
)
O

ま
た
、
『
類
来
三
代
格
』
巻
一
八
器
仕
事
所
収
、
貞
観
十
二
年
(
八
七

O
)

五
月
二
日
太
政
官
符
と
『
延
喜
交
替
式
』
一
五
七
条
に
は
大
宰
府
可
の
交
替
時

に
大
野
城
の
器
杖
の
点
検
と
修
理
を
行
う
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
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し
た
が
っ
て
、

少
な
く
と
も
史
料
上
『
延
喜
交
替
式
』
が
成
立
し
た
延
喜
一
一

六
年
間
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で

き十
る
O 年

九

)
ま
で
の
二

(
一
一
一
)
基
捧
城

基
捧
城
は
、
天
智
四
年
に
大
野
城
と
と
も
に
築
城
さ
れ
た
(
史
料
1
)
。
文

武
-
一
年
に
は
大
野
城
・
鞠
智
城
と
と
も
に
大
宰
府
に
よ
っ
て
修
理
さ
れ
て
い
る
。

史
料
2

大
宰
府
政
庁
跡
不
丁
地
区
出
土
木
簡

-
為
班
給
筑
前
筑
後
肥
等
国
遺
基
凶
弾
城
稲
穀
槌
大
除
去
土
問
中
制
。
打

N
G
A肝
ゆ

ω品
唱
。

。HH

史
料
2
は
、
大
宰
大
監
で
あ
る
問
中
朝
臣
が
基
捧
城
の
稲
穀
を
筑
前
・
筑

後
・
肥
(
前
・
後
カ
)
な
ど
の
聞
に
班
給
さ
せ
た
と
い
う
内
容
の
木
簡
で
あ
る
。

「
朝
」
字
の
下
端
部
以
下
の
面
が
二
次
的
に
削
り
取
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は

「
臣
」
字
以
下
の
二
、
一
ニ
字
が
存
し
、
そ
れ
は
問
中
の
朝
庄
の
名
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る

5
0
「
播
磨
国
郡
稲
帳
」
(
仁
)
に
は

下
任
太
宰
府
少
監
正
六
位
上
田
中
朝
臣
三
上

と
、
天
平
四
年
(
七
三
一
二
ご
ろ
に
正
六
位
上
田
中
朝
臣
三
上
と
い
う
人
物
が
、

大
宰
少
監
に
任
じ
ら
れ
下
向
し
て
い
る
こ
と
が
み
え
る
。
こ
の
三
上
は
天
平
八

年
に
は
外
従
五
位
下
に
任
じ
ら
れ
(
八
)
、
十
年
に
は
肥
後
守
に
な
っ
て
い
る
(
九
百

史
料
2
が
出
土
し
た
大
宰
府
不
丁
地
一
民
の
溝
S

D
二
三
四

O
は
、
養
老
か
ら

天
平
年
間
ご
ろ
に
機
能
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
位
階
が
同
じ
正
六
位
上
で
あ

る
こ
と
、
大
宰
少
監
と
し
て
赴
任
し
そ
の
後
大
監
に
な
っ
た
と
解
す
る
と
、
史

料
2
の
「
問
中
朝
(
臣
)
」
は
、
田
中
三
上
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
こ
と

基
砕
城
の
稲
穀
の
政
給
が
行
わ
れ
た
の
は
、
天
平
四
年
か
ら
八
年
の
問

と
み
ら
れ
、
こ
の
頃
ま
で
慕
凶
弾
城
は
確
実
に
機
能
し
て
い
た
と
い
え
る
。

田
平
徳
栄
氏
は
、
肥
前
国
の
軍
団
と
古
代
山
城
は
対
応
す
る
も
の
と
捉
え
、

弘
仁
四
年
(
八
二
一
一
)
の
基
陣
団
校
尉
真
弓
の
戦
功
記
事
が
あ
る
こ
と
(
…
0
)
、

発
掘
調
査
で
七
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
初
頭
ま
で
の
須
恵
器
お
よ
び
土
師
器
が

若
干
出
土
し
て
い
る
こ
と
、
の
二
点
を
根
拠
に
九
世
紀
初
頭
ま
で
基
捧
城
が
存

続
し
て
い
た
と
論
じ
る
士
一
)

O

し
か
し
、
基
捧
軍
国
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
と
基
鼎
城
の
存
続
は
別
の
事
柄

で
あ
る
。
基
緯
城
跡
か
ら
は
九
世
紀
初
頭
ご
ろ
ま
で
の
土
器
が
少
量
見
つ
か
っ

て
い
る
が
(
一
一
三
後
述
す
る
高
安
城
跡
で
は
大
宝
元
年
(
七

O
一
)
の
廃
城
後

の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
礎
石
建
物
が
見
つ
か
っ
て
お
り
、
廃
城
後
も
何
ら
か
の

形
で
使
わ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
二
点
の
根
拠
は
確
固
た
る
も
の
で
は
な
く
、
九
世
紀
の

存
続
に
つ
い
て
確
証
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
段
階
で
確
認
で
き
る
存
続
期
間

は
、
天
智
四
年
か
ら
天
平
田

1
八
年
ま
で
の
約
七
十
年
間
で
あ
る
。

(
四
)
高
安
城

か
ら
、
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史
料
3

『
日
本
書
紀
』
天
智
六
年
(
ム
ハ
ム
ハ
七
)
十
一
月
条

築
一
一
倭
国
高
安
城
・
讃
吉
田
山
田
郡
山
鹿
嶋
城
・
対
馬
国
金
田
城
一
。

高
安
城
は
、
史
料
3
に
み
え
る
よ
う
に
天
智
六
年
十
一
月
に
築
城
さ
れ
、
た

び
た
び
修
理
や
行
幸
が
行
わ
れ
る
も
の
の
(
第
1
表
)
、
大
宝
元
年
に
廃
城
と
な

っ
た
(
ご
)
0

古
代
山
城
の
中
で
唯
一
築
城
と
廃
城
時
期
が
明
確
な
山
城
で
あ
り
、

三
四
年
間
の
存
続
が
確
認
で
き
る
。



た
だ
し
、
廃
城
か
ら
十
二
年
後
の
和
銅
五
年
(
七
一
二
)
に
元
明
天
皇
が
行

幸
し
て
い
る
(
一
関
)
0

ま
た
一
九
八
二

1
一
二
年
に
福
原
考
古
学
研
究
所
が
行
っ
た

こ
棟
の
倉
庫
跡
の
発
錦
調
査
で
は
、
多
く
の
土
師
器
が
出
土
し
、
遺
構
の
時
期

は
七
二

0
1
七
三

0
年
代
と
推
定
さ
れ
て
い
る
(
五
)
0

し
た
が
っ
て
、
廃
城
後

の
八
世
紀
前
半
に
も
何
ら
か
の
別
の
形
で
使
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

(
五
)
屋
嶋
城

史
料
3
の
天
智
六
年
の
築
城
記
事
が
唯
一
の
史
料
で
あ
る
。
ま
た
、
発
掘
調

査
で
礎
石
建
物
が
未
確
認
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
他
の
山
城
の
よ
う
に
掘
立
柱
建

物
か
ら
礎
石
建
物
へ
建
替
え
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
り
(
一
三
、
八
世

紀
に
は
廃
城
に
な
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
存
続
期
間
は
約
三
十
年

と
み
ら
れ
る
。

(
六
)
金
田
城

史
料
3
の
築
城
記
事
が
唯
一
の
史
料
で
あ
る
。
金
田
城
跡
か
ら
出
土
し
た
須

恵
器
は
、
ほ
と
ん
ど
が
七
世
紀
第
三
四
半
期
の
も
の
で
あ
り
、
わ
ず
か
に
七
世

紀
第
四
四
半
期
の
も
の
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
金
田
城
の
年
代
観
は
上
限
が

七
世
紀
第
三
四
半
期
初
頭
、
下
限
は
七
世
紀
第
四
四
半
期
と
考
え
ら
れ
る
(
一
七
)
O

し
た
が
っ
て
、
八
世
紀
に
は
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
く
、
築
城

か
ら
約
三
十
年
で
廃
城
に
な
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

(
七
)
三
尾
城

『
日
本
書
紀
』
天
武
元
年
(
六
七
一
一
)
七
月
辛
亥
(
二
十
二
日
)
条
に

羽
田
公
矢
田
・
出
雲
臣
狛
、
合
共
攻
一
三
尾
城
一
降
之
。

と
、
壬
申
の
乱
の
擦
に
大
海
人
皇
子
方
の
羽
田
矢
国
と
出
雲
狛
が
三
尾
城
を
落

し
た
記
事
で
一
度
そ
の
名
が
み
え
る
だ
け
で
、
築
城
年
・
廃
城
年
と
も
に
不
明

で
あ
る
。
た
だ
し
、
天
武
元
年
に
は
す
で
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
他
の

山
城
の
ご
と
く
白
村
江
の
敗
戦
後
の
天
智
朝
に
造
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
城

名
か
ら
近
江
国
高
嶋
郡
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
遺
構
が
未
検
出
の
た
め

具
体
的
な
所
在
は
わ
か
ら
な
い
。

(
八
)
鞠
智
城

鞠
智
城
の
初
出
史
料
は
、
コ
祝
日
本
紀
』
文
武
二
年
五
月
甲
申
(
二
十
五
日
)

条
の
令
一
大
宰
府
繕
4

一
治
大
野
・
基
凶
弾
・
鞠
智
三
城
一
。

で
あ
り
、
大
野
城
・
基
捧
城
と
と
も
に
大
宰
府
に
修
理
を
行
わ
せ
た
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
築
城
記
事
は
な
い
が
、
白
村
江
の
敗
戦
に
よ
る
危
機
感
に
よ
っ
て

大
野
城
・
基
隷
城
が
築
か
れ
た
よ
う
に
、
鞠
智
城
も
同
時
期
に
築
か
れ
た
か
ら

こ
そ
、
修
繕
も
同
時
期
に
必
要
に
な
っ
た
と
解
さ
れ
、
天
智
朝
に
築
か
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
(
一
八
)
O

そ
し
て
、

『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
三
年
三
月
十
六
日
丙
午
条
に
「
肥
後
国

菊
池
郡
城
院
兵
庫
一
戸
白
鳴
」
と
鞠
智
城
の
兵
庫
の
一
戸
が
独
り
で
に
鳴
る
と
み
え

る
こ
と
か
ら
、
大
野
城
に
つ
ぐ
一
八
一
年
と
い
う
長
期
間
の
存
続
が
確
認
で
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き
る
。発
掘
調
査
で
は
、
十
世
紀
ま
で
の
遺
構
・
遺
物
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
高

安
城
の
よ
う
に
鹿
城
跡
も
そ
の
場
所
が
別
の
施
設
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
可

能
性
も
あ
る
た
め
、
十
世
紀
の
存
続
に
つ
い
て
は
慎
重
で
あ
り
た
い
。

(
九
)
一
ニ
野
城
・
稲
積
城

築
城
・
廃
城
年
と
も
に
不
明
で
あ
り
、
コ
祝
日
本
紀
』
文
武
三
年
十
二
月
甲

申
(
西
日
)
条
に

令
一
一
大
宰
府
修
一
'
三
野
・
稲
積
二
城
-
。

と
大
宰
府
に
修
理
さ
せ
て
い
る
記
事
が
唯
一
の
史
料
で
あ
る
。

二
城
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
一
ニ
野
城
が
筑
前
閤
那
珂
郡
海
辺
郷
の
美
野
駅
付

(
福
岡
県
福
岡
市
)
に
、
稲
積
城
が
同
国
志
摩
郡
志
摩
郷
の
稲
留
付
近

近



(
同
県
糸
島
郡
志
摩
町
)
に
推
定
さ
れ
て
い
る
(
一
九
)

O

一
方
で
、
古
代
の
城
柵
は
郡
郷
名
に
一
致
す
る
も
の
が
多
く
、
文
武
三
年
の
修

築
記
事
は
南
九
州
に
お
け
る
情
勢
緊
迫
を
背
景
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
し
、
一
ニ
野

城
の
所
在
を
日
向
田
児
湯
郡
三
納
郷
(
宮
崎
県
西
原
市
)
に
、
稲
積
城
の
所
在
を
大

網
国
桑
原
郡
稲
積
郷
(
鹿
児
島
県
霧
島
市
)
に
比
定
す
る
見
解
も
あ
る
(

O

)

O

し
か
し
、
前
年
の
文
武
二
年
の
大
野
城
・
基
捧
城
・
鞠
智
城
・
高
安
城
の
修

築
が
掘
立
柱
建
物
の
耐
久
年
数
で
あ
る
三
十
年
を
経
過
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の

と
解
さ
れ
る
こ
と
か
ら
(
第
1
表
)
、
三
野
城
・
稲
積
城
の
修
理
も
同
様
の
理
由

と
捉
え
ら
れ
る
。
加
え
て
、
天
智
朝
段
階
で
倭
国
の
支
配
が
完
全
に
浸
透
し
て

い
な
い
南
九
州
に
わ
ざ
わ
ざ
朝
鮮
式
山
城
を
造
る
必
要
性
は
な
く
(
一
二
)
、
北
九

州
説
が
妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
二
城
の
廃
城
時
期
は
不
明
だ
が
、
他
の
朝
鮮
式
山
城
と
同
様
に
天
智

朝
に
築
か
れ
た
の
な
ら
ば
、
文
武
三
年
の
修
理
記
事
ま
で
少
な
く
と
も
三
十
年

間
は
存
続
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

(一

O
)
茨
城
・
常
城

と
も
に
築
城
時
期
は
不
明
で
あ
り
、
『
続
日
本
紀
』
養
老
三
年
(
七
一
九
)

十
二
月
戊
戊
(
十
五
日
)
条
に

停
二
備
後
国
安
那
郡
茨
城
・
葦
閏
郡
常
域
。

と
あ
る
廃
城
記
事
が
唯
一
の
史
料
で
あ
る
。
両
城
と
も
遺
構
が
見
つ
か
っ
て
い

な
い
た
め
、
築
城
時
期
は
明
確
で
は
な
い
が
、
他
の
山
城
が
天
智
朝
に
造
営
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
茨
城
・
常
城
は
と
も
に
こ
の
頃
に
造
ら
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
城
の
存
続
期
間
は
約
五
十
年
と
推
察
さ
れ
る
。

(
一
一
)
神
龍
石
系
山
城

ま
た
、
廃
城
の
年
代
が
推
定
で
き
る
神
鑑
石
系
山
城
も
八
世
紀
初
頭
か
ら
前

半
ご
ろ
に
そ
の
活
動
、
が
み
ら
れ
な
く
な
る
。

鬼
ノ
城
は
、
高
門
・
南
円
・
東
門
・
北
内
が
見
つ
か
っ
て
い
る
が
、
全
て
掘

立
柱
城
円
で
あ
り
、
城
内
の
建
替
え
は
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
主

要
な
出
土
土
器
の
年
代
が
飛
鳥
町

i
V
期
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
七
世
紀
第
四
四

半
期
こ
ろ
か
ら
八
世
紀
初
め
ご
ろ
に
か
け
て
と
極
め
て
短
期
間
に
存
続
し
、
八

世
紀
に
は
停
廃
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
(
一
二
o

御
所
ヶ
谷
山
城
は
、
出
土
し
た
土
器
か
ら
、
遅
く
と
も
七
世
紀
の
第
三
四
半

期
に
は
建
て
ら
れ
、
八
世
紀
初
頭
ま
で
維
持
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
(
一
二
三

永
納
山
城
は
、
築
城
時
期
を
註
接
示
す
資
料
は
な
い
が
、
出
土
し
た
土
器
か

ら
少
な
く
と
も
八
世
紀
の
第
二
四
半
期
ま
で
は
何
ら
か
の
形
で
城
が
使
用
さ
れ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
(
一
…
隙
)
O

ま
た
、
肥
前
国
に
は
帯
隈
山
城
と
お
っ
ぼ
山
城
と
い
う
こ
つ
の
神
龍
石
系
山

城
が
あ
る
が
、
『
肥
前
国
風
土
記
』
総
記
に
は
「
城
壱
所
」
と
あ
り
、
基
捧
城
を

指
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
風
土
記
が
編
纂
さ
れ
た
天
平
年
間
前
半
に
は
、
こ
れ

ら
二
城
は
山
城
と
し
て
機
能
を
失
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
つ
一
五
)
O

し
た
が
っ
て
、
神
龍
布
系
山
城
は
八
世
紀
前
半
ま
で
に
廃
城
に
な
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

ハ
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以
上
、
朝
鮮
式
山
城
の
中
心
に
古
代
山
城
の
存
続
期
間
の
検
討
を
行
っ
た
。

そ
の
結
果
、
ま
ず
築
城
か
ら
約
三
十
年
経
過
し
た
大
宝
元
年
に
高
安
城
が
廃
城

に
な
り
、
屋
嶋
城
と
金
田
城
も
遺
構
か
ら
八
世
紀
初
頭
に
は
廃
城
に
な
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
鬼
ノ
城
・
御
所
ヶ
谷
山
城
な
ど
の
神
龍
石
系
山
城
も
こ

の
頃
廃
城
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

そ
の
一
方
で
、
ほ
ぼ
同
時
期
の
文
武
二
・
一
ニ
年
に
大
宰
府
に
大
野
城
・
基
鼎

城
・
鞠
智
城
・
三
野
城
・
稲
積
城
を
修
理
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
大
野
城
・

基
嬉
城
・
鞠
智
城
は
八
世
紀
に
も
活
動
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
大
宝
令
施



行
前
後
に
西
海
道
内
で
存
続
す
る
城
と
廃
城
に
な
る
城
の
取
捨
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、

築
城
か
ら
五
十
年
後
の
養
老
三
年
に
は
、
茨
城
と
常
城
が
廃
城
に

な
っ
た
。
ま
た
、
一
二
野
城
・
稲
積
城
は
文
武
三
年
以
降
一
度
も
史
料
に
み
え
ず
、

永
納
山
城
も
八
世
紀
第
二
四
半
期
に
停
廃
し
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

頃
廃
城
に
な
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
大
部
分
の

古
代
山
城
は
八
世
紀
前
半
ま
で
に
停
廃
し
た
。

七
世
紀
の
古
代
山
城
は
、
自
村
江
の
敗
戦
後
、
唐
・
新
羅
が

日
本
に
攻
め
込
ん
だ
際
に
避
難
す
る
た
め
の
逃
、
げ
城
と
い
う
の

が
主
な
役
割
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
朝
鮮
半
島
に
一
番
近
い
金

田
城
が
八
世
紀
に
機
能
し
て
い
た
形
跡
が
な
い
こ
と
は
、
外
国

の
侵
略
の
危
慌
が
低
下
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
外
国
か
ら
侵
略
の
脅
威
の
減
少
が
八
世
紀
前
半

の
一
連
の
廃
城
の
要
悶
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
基
鼎
城
は
天
平
田

1
八
年
ま
で
、
大
野
城
と
鞠

智
城
は
九
世
紀
以
降
ま
で
そ
の
存
続
が
確
認
で
き
る
。
特
に
、

大
野
城
は
文
献
史
料
上
、
一
一
五
六
年
間
、
鞠
智
城
は
一
八

一
年
間
と
突
出
し
て
長
期
間
存
続
し
て
い
た
。

大
野
城
と
基
捧
城
の
場
合
、
娘
下
に
大
宰
府
が
あ
る
こ
と
か

ら
大
宰
府
の
非
常
時
の
逃
げ
城
と
し
て
存
続
し
た
と
考
え
ら
れ

る。
鞠
智
城
も
大
野
城
・
基
鼎
城
跡
に
匹
敵
す
る
大
規
模
な
造
り

で
あ
り
、
典
型
的
な
逃
げ
城
だ
が
、
大
宰
府
か
ら
お
よ
そ
六

O

M
南
に
位
置
し
、
菊
池
川
河
口
か
ら
お
よ
そ
二

O
M
遡
っ
た
内

陸
部
に
築
か
れ
て
い
る
(
第
2
図
)
。
大
宰
府
に
近
い
わ
け
で
も

こ
の

な
く
、
城
か
ら
有
明
海
を
臨
む
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
か
し
、
西
海
道
に
所
在

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
情
勢
、
が
存
続
に
大
き
く
関
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
第
二
章
で
は
、
八
世
紀
の
古
代
山
城
の
実
態
を
考
察
し
、
つ
い
で
八

世
紀
の
鞠
智
城
の
役
割
を
、
第
三
章
で
は
、
九
世
紀
の
古
代
山
城
の
実
態
を
考

察
し
、
つ
い
で
九
世
紀
の
鞠
智
城
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
古
代

図 ‘大宰府
瞳 ，r雪府
...毅鮮式山械
d弘 治士事支
A 神熊石
• :lll悶
x 牧(廃止された牧も吉む。
日向簡を除く， ) 

町一咽 f延祭式』駅路
冊目- .廃止された釈路(憶測)

怠--想定される f延整式』
跨代のij!路西海道の交通路と鞠智城
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山
城
、
と
く
に
鞠
智
城
が
な
ぜ
約
二
百
年
も
の
長
期
間
存
続
し
た
の
か
と
い
う

問
題
を
解
明
す
る
。

ニ
.
八
世
紀
に
お
け
る
古
代
山
城

(
ご
八
世
紀
の
古
代
山
城

第
一
章
で
解
明
し
た
と
お
り
、
八
世
紀
前
半
に
お
い
て
西
海
道
で
存
続
し
て
い
る

こ
と
が
確
実
な
古
代
山
城
は
、
大
野
城
・
基
凶
弾
城
・
鞠
智
城
の
三
城
で
あ
る
。

養
老
職
員
令

ω大
宰
府
条
に
は

大
宰
府
〈
帯
一
筑
前
因
。
〉

(
中
略
)
帥
一
人
。
〈
掌
、
一
刺
社
、
一
戸
口
簿
帳
、
宇
F

4

養
百
姓
一
、
勧
一
一
課
農

桑
一
、
札
一
↑
察
所
部
一
、
賞
挙
、
孝
義
、
田
宅
、
良
践
、
訴
訟
、
租
調
、
倉

康
、
径
役
、
兵
士
、
器
伏
、
鼓
吹
、
郵
駅
、
伝
馬
、
峰
候
、
城
牧
、
過
所
、

公
私
馬
牛
、
関
遺
雑
物
、
及
寺
、
僧
尼
名
籍
、
蕃
客
、
嬬
化
、
饗
議
事
。
〉

大
弐
一
人
。
〈
掌
同
レ
帥
。
〉
少
弐
二
人
。
〈
掌
同
一
大
弐
…
。
〉
大
監
二
人
。

(
中
略
)
少
監
二
人
。
(
中
略
)
大
典
二
人
。
(
中
路
)
少
典
二
人
。
(
中
略
)

大
工
一
人
。
〈
掌
、
城
間
問
、
舟
樟
、
戎
器
、
諸
営
作
事
。
〉
少
工
二
人
。
〈
掌

同
一
一
大
工
一
。
〉
(
後
略
)

と
あ
り
、
帥
の
職
掌
の
一
つ
に
「
城
牧
」
が
あ
る
。
開
条
の
大
工
の
職
掌
に
「
城

陸
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
城
牧
」
の
「
城
」
は
「
城
陸
」
を
指
す
と
考
え
ら
れ

る
。
「
城
陸
」
に
つ
い
て
は
、
養
老
軍
防
令
臼
域
限
条
に

凡
城
臨
崩
類
者
、
役
一
一
兵
士
一
修
理
。
若
兵
士
少
者
、
聴
レ
役
一
一
随
近
人
夫
一
。

遂
戸
ザ
閑
月
一
修
理
。
其
崩
類
過
多
、
交
閥
均
一
ん
寸
一
出
者
、
随
即
修
理
。
役
詑

具
録
申
一
太
政
官
一
。
所
レ
役
人
夫
、
皆
不
レ
得
レ
過
一
一
十
日
一
。

と
あ
り
、
城
隠
が
崩
れ
落
ち
た
場
合
は
兵
士
が
修
理
を
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ

て
い
る
。

史
料

4

吋
類
緊
三
代
格
』
巻
一
八
総
領
選
衛
卒
衛
士
仕
丁
事
所
収
、

三
年
(
八
二
六
)
十
一
月
三
日
太
政
官
符

太
政
官
符

応
ド
廃
…
一
兵
士
一
置
に
堪
士
衛
卒

L申
苧

(
中
略
)

天
長

衛
卒
二
百
人

布
、
向
前
奏
状
俗
、
此
府
者
九
回
二
嶋
之
所
一
幅
湊
一
。
夷
民
往
来
、
盗
賊

無
レ
時
。
追
捕
拷
掠
可
レ
有
-
主
ハ
備
-
。
加
以
兵
馬
廿
疋
、
銅

γ
草
了
、
貢
上

染
物
所
、
作
紙
所
、
回
刈
矧
捌
倒
剖
司
同
州
制
凶

d
司
イ
ォ
今
商
量
、

置
一
一
此
二
百
人
、
宛
一
件
雑
誌
。
司
釘
同
州
樹

1
4剥
劇
刻
料
一
一
樹

塩
資
丁
…
一
間
一
一
仕
丁
。

(
中
略
)

天
長
三
年
十
一
月
三
日
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史
料
4
は
、
西
海
道
の
軍
団
兵
士
制
を
廃
止
し
選
士
・
衛
卒
制
へ
切
り
替
わ

る
こ
と
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、

a
部
分
に
「
大
野
城
修
理
等
、
旧
例
皆
以
一

兵
士
宛
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
軍
団
兵
士
制
が
機
能
し
て
い
た
時
は
、
兵
士

が
大
野
城
の
修
理
を
行
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
養
老
軍
防
令
臼
城
陸
条

は
古
代
山
城
に
も
適
応
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
同
条
の
「
城
陸
」
に
は
古
代
山

城
が
含
ま
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
養
老
職
員
令

ω大
宰
府
条
に
み
え
る

「
城
」
「
城
陣
」
と
は
吉
代
山
城
の
こ
と
で
あ
る
。
大
宝
官
員
令
は
残
存
し
て
い

な
い
た
め
不
明
だ
が
、
少
な
く
と
も
養
老
令
文
中
に
は
古
代
山
城
に
関
す
る
規

定
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
八
世
紀
以
降
の
律
令
社
会
に
も
古
代
山
城
は
包
含
さ

れ
て
い
た
。

ま
た
、

今
日
に
お
い
て
も
豪
雨
や
台
風
な
ど
で
た
び
た
び
古
代
山
城
跡
の
士



患
な
ど
が
崩
れ
て
い
る
。
古
代
で
も
当
然
こ
の
よ
う
な
自
然
災
害
に
よ
る
損
壊

が
あ
っ
た
こ
と
は
想
定
で
き
、
城
の
修
理
は
常
時
必
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る。
史
料

5

『
類
来
三
代
格
』
巻
一
八
総
領
選
士
衛
卒
衛
士
仕
丁
事
所
収
、
貞
観

十
八
年
(
八
七
七
)
三
月
十
三
日
太
政
官
符

太
政
官
符

応
一
大
野
城
衛
卒
殺
米
依
レ
旧
納
一
城
産
一
事
仲
間
々
内

右
、
参
議
権
帥
従
三
位
在
原
朝
臣
行
平
起
請
俗
、
被
一
太
政
官
貞
観
十
二

年
二
月
廿
三
日
符
♂
倍
、
参
議
従
四
位
上
行
大
弐
藤
原
朝
霞
冬
緒
起
詩
橋
、

除
-
五
使
析
之
外
、
庸
米
井
雑
米
総
納
4

一
税
庫
-
、
毎
レ
月
下
行
。
若
非
レ

有
一
判
行
一
、
轍
以
下
用
。
監
当
之
官
准
レ
法
科
レ
罪
者
、
官
符
之
旨
隠
有
レ

宜
レ
然
。
但
至
+
干
件
城
↓
、
城
辺
入
居
、
或
屋
舎
頚
段
、
或
人
跡
断
絶
。

仇
間
一
一
城
可
等
一
、
申
云
、
此
城
衛
卒
出
入
。
根
米
毎
月
廿
四
餅
。
元
来
納
一
一

城
庫
。
が
時
城
庫
辺
百
姓
等
、
遂
一
-
往
還
之
便
、
求
e

-

売
買
之
利
一
、
従
レ

納
-
税
庫
以
来
、
人
衆
無
レ
到
。
売
買
失
レ
術
、
百
姓
法
散
、
惣
而
由
レ
此

者
、
夫
守
レ
城
在
レ
人
。
来
レ
人
主
レ
食
。
望
請
、
件
娘
米
特
納
城
川
底
一
者
。

右
大
佐
宣
、
奉
レ
勅
、
依
レ
語
。

貞
観
十
八
年
一
一
一
月
十
三
日

さ
ら
に
、
史
料

5
傍
線
部
か
ら
は
、
城
可
と
衛
卒
四
十
人
が
大
野
城
に
常
駐

し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
衛
卒
は
軍
団
兵
士
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
採

ら
れ
た
制
度
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
軍
岡
山
兵
士
制
が
機
能
し
て
い
た
八
世
紀
に
は
、

兵
士
が
山
城
に
上
番
し
て
い
た
。

史
料
6
『
万
葉
集
』
巻
八
i

一
四
七
二

式
部
大
輔
石
上
堅
魚
朝
臣
歌
一
首

震
公
烏

来
鳴
令
響

共
由
来
之
登

問
麻
思
物
乎

宇
乃
花
能

右
、
神
亀
五
年
戊
炭
、
大
宗
帥
大
伴
卿
之
妻
大
伴
郎
女
遇
レ
病
長
逝
濡
。

子
レ
時
、
勅
使
式
部
大
輔
石
上
朝
臣
堅
魚
遣
e

大
宰
府
一
、
弔
レ
喪
井
賜
レ
物

也
。
其
事
既
畢
、
駅
使
及
府
諸
卿
大
夫
等
共
登
一
一
記
夷
域
一
而
望
遊
之
日
、

乃
作
4

一
此
歌
。

史
料
6
は
、
神
亀
五
年
(
七
二
八
)
に
大
宰
帥
大
伴
旅
人
の
妻
大
伴
郎
女
が
病

死
し
た
た
め
、
式
部
大
輔
右
上
堅
魚
を
大
宰
府
に
派
遣
し
て
弔
問
と
贈
物
の
支

給
を
行
い
、
そ
の
の
ち
、
堅
魚
と
府
の
諸
卿
大
夫
た
ち
が
一
緒
に
基
津
城
に
登

り
望
遊
し
た
自
に
こ
の
歌
を
作
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

養
老
喪
葬
令

3
京
官
三
位
条
に
は

凡
京
官
三
位
以
上
、
遭
e

一
祖
父
母
父
母
及
妻
喪
-
、
四
位
遭
一
父
母
喪
、

五
位
以
上
身
喪
、
並
奏
開
。
遺
レ
使
弔
。
〈
積
紋
之
事
、
並
従
一
(
別
式
一
。
〉

と
あ
り
、
京
官
二
一
位
以
上
の
祖
父
母
・
父
母
・
棄
が
死
去
し
た
時
は
弔
問
の
使

が
派
遣
さ
れ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
神
亀
五
年
の
旅
人
の
位
階
は
従
二

位
だ
が
、
官
職
は
大
宰
帥
と
外
官
で
あ
っ
た
た
め
京
官
三
位
条
の
適
応
外
で
あ

っ
た
。

Q
d
 

Q
U
 

と
こ
ろ
が
、
『
令
集
解
』
喪
葬
令

3
京
官
三
位
条
一
所
引
古
記
に
は

問
、
文
称
一
一
京
官
三
位
以
上
、
未
レ
知
。
散
位
・
勲
位
及
外
官
、
若
為
処
分
。
答
、

職
事
散
官
勲
一
等
並
同
。
二
五
、
勲
官
旦
待
一
其
外
官
一
、
臨
時
聴
レ
勅
耳
。
然
従

二
位
大
伴
郷
任
一
大
宰
帥
、
遭
一
妻
喪
一
奏
聞
遣
一
一
レ
使
弔
一
一
巾



と
あ
り
、
外
官
で
も
臨
時
に
弔
問
の
使
が
派
遣
さ
れ
る
と
解
さ
れ
、
神
亀
五
年
の

旅
人
の
妻
の
喪
が
事
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
都
か
ら
大
宰
府

に
弔
問
使
が
派
遣
さ
れ
た
こ
と
は
非
常
に
特
異
な
事
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
八
世
紀
の
基
隷
城
は
、
逃
げ
城
と
い
う
用
途
以
外
に
、
府
官

が
都
か
ら
の
特
別
な
使
者
を
歓
待
す
る
た
め
の
場
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
た
。

ま
た
、
そ
の
よ
う
な
歓
待
の
場
を
大
宰
府
が
あ
る
筑
前
国
で
は
な
く
、
肥
前
国

に
あ
る
基
鼎
城
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
八
世
紀
の
古
代
山
城
の
管
轄
を
考
え
る

上
で
注
目
す
べ
き
点
だ
と
い
え
る
。

加
え
て
、
天
平
年
間
に
基
捧
城
の
稲
穀
を
基
捧
城
の
あ
る
肥
前
国
だ
け
で
な

く
、
筑
前
・
筑
後
・
肥
(
前
・
後
カ
)
と
い
う
国
の
領
域
を
超
え
た
広
範
囲
に

支
給
し
て
い
る
(
史
料

2
)
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
基
捧
城
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
稲

穀
は
、
肥
前
国
で
は
な
く
大
宰
府
が
把
握
し
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

養
老
職
員
令
初
大
国
条
の
守
の
職
掌
に
も
「
城
牧
」
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、

基
捧
城
の
稲
穀
を
班
給
さ
せ
て
い
る
の
は
大
宰
大
監
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
八
世

紀
前
半
の
段
階
で
は
、
国
に
比
べ
大
宰
府
の
方
が
基
緯
城
に
対
し
て
干
渉
・
把

握
度
合
い
が
大
き
か
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
文
武
二
年
に
大
宰
府
が
大
野

城
・
基
鼎
城
・
鞠
智
城
の
修
繕
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は
、
大
宰
府
が
古
代
山
城

を
管
轄
し
て
い
た
こ
と
を
一
不
す
傍
証
と
な
ろ
う
。

以
上
か
ら
、
少
な
く
と
も
八
世
紀
前
半
の
段
階
で
は
、

基
凶
弾
城
も
大
宰
府
が
管
轄
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二
ご
八
世
紀
の
鞠
智
城

八
世
紀
の
鞠
智
城
に
関
す
る
文
献
史
料
は
な
い
が
、

ら
は
史
料

7
が
出
土
し
て
い
る
。

大
野
城
だ
け
で
な
く

鞠
智
城
の
貯
水
池
跡
か

史
料
7

鞠
智
城
跡
一
号
木
簡

-
秦
人
忍
口
五
斗

]{ω
品
w
N

。w印

。ωω

史
料

7
は
、
秦
人
忍
が
米
五
斗
を
税
と
し
て
納
め
た
と
い
う
こ
と
が
記
載
さ

れ
た
荷
札
木
簡
で
あ
る
。
史
料

7
が
出
土
し
た
貯
水
池
粘
土
層
に
は
、
七
世
紀

後
半

1
八
世
紀
前
半
の
土
師
器
・
須
恵
器
が
包
含
さ
れ
て
い
る
合
一
さ
o

甲
元

異
之
氏
は
、
大
宝
令
以
前
の
荷
札
木
簡
は
年
を
干
支
で
書
き
、
冒
頭
に
置
く
形

式
に
準
ず
る
こ
と
、
書
体
自
体
は
天
平
期
の
そ
れ
に
類
似
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

史
料
7
を
鞠
智
城
創
建
期
の
も
の
と
考
え
難
く
、
八
世
紀
前
半
の
も
の
と
捉
え

る
(
一
七
)
O

し
た
が
っ
て
、
史
料
7
は
八
世
紀
前
半
に
鞠
智
城
が
活
動
し
て
い
た

こ
と
を
明
示
す
る
。

鞠
智
城
が
他
の
大
部
分
の
山
城
の
よ
う
に
八
世
紀
前
半
に
廃
城
と
な
ら
ず

に
存
続
し
た
要
因
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
文
武
四
年
の
寛
国
使

剰
劫
事
件
(
叩
一
八
)
、
大
宝
二
年
の
隼
人
の
反
乱
な
ど
(
一
一
九
)
、
七
世
紀
末
か
ら
八
世

紀
初
頭
に
か
け
て
南
九
州
の
情
勢
が
悪
化
し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
不
測
の
事

態
に
備
え
る
た
め
と
考
え
ら
れ
て
き
た
三
O
)
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
隼
人
の
反

乱
が
、
八
世
紀
初
頭
に
鞠
智
城
が
廃
城
に
な
ら
な
か
っ
た
要
因
の
一
つ
で
あ
ろ

ν

つノ。

ハUハU
曹

g
g
A

八
世
紀
前
半
以
降
の
存
続
を
決
定
付
け
た
の
は
、
養
老
一
ニ
年
十
二

月
十
五
日
の
茨
城
と
常
城
の
停
廃
の
三
カ
月
後
に
起
き
た
養
老
四
年
の
隼
人
の

反
乱
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
乱
は
、
『
続
日
本
紀
』
養
老
凶
年
二
月
壬
子
(
二
十
九
日
)
条
に

大
宰
府
奏
一
言
、
隼
人
反
、
殺
一
大
隅
田
守
陽
侯
史
麻
呂
一
。

し
か
し
、



と
あ
る
よ
う
に
、
大
隅
田
守
揚
侯
史
麻
呂
が
隼
人
に
殺
害
さ
れ
た
こ
と
よ
り
始
ま

る
。
八
世
紀
初
頭
の
反
乱
と
は
異
な
り
、
国
守
殺
害
と
い
う
事
態
に
朝
廷
は
速

や
か
に
対
応
し
、
一
一
一
月
四
日
に
は
大
伴
旅
人
を
征
隼
人
持
節
大
将
軍
に
任
命
し
、

征
隼
人
軍
が
編
成
さ
れ
た
(
一
二
一
)
0

そ
の
兵
数
は
、
副
将
軍
が
二
名
任
じ
ら
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
一
万
以
上
と
想
定
さ
れ
る
さ
一
三
『
続
日
本
紀
』
養
老
四
年
八

月
壬
辰
(
十
二
日
)
条
に

勅
、
征
隼
人
持
節
将
軍
大
伴
宿
祢
旅
人
宜
一
一
且
入
乙
尽
。

者
、
偉
人
未
レ
平
。
宜
一
一
留
而
己
屯
一
駕
。

と
あ
る
よ
う
に
、
八
月
に
は
征
隼
人
持
節
大
将
軍
で
あ
る
大
伴
旅
人
が
帰
京
す

る
が
、
未
だ
反
乱
が
平
定
さ
れ
て
い
な
い
た
め
副
将
軍
以
下
は
現
地
に
留
ま
っ

た
。
そ
し
て
、
『
続
日
本
紀
』
養
老
五
年
七
月
壬
子
(
七
日
)
条
に

征
隼
人
副
将
軍
従
五
位
下
笠
朝
臣
御
室
、
従
五
位
下
巨
勢
朝
臣
真
人
等
還

帰
。
斬
首
・
獲
虜
合
千
四
百
鈴
人
。

と
み
え
る
よ
う
に
、
派
兵
か
ら
約
一
年
四
ヵ
月
後
に
よ
う
や
く
婦
京
し
た
。
ま

た
討
ち
取
っ
た
隼
人
の
言
及
び
捕
虜
の
数
は
千
四
百
以
上
で
あ
り
、
大
規
模
な

反
乱
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

鞠
智
城
は
、
『
延
喜
式
』
以
前
の
古
い
駅
路
で
あ
る
「
車
路
」
が
筑
前
・
筑

後
か
ら
肥
後
国
府
を
通
り
薩
摩
国
に
至
る
道
と
豊
後
間
を
抜
け
て
日
向
聞
に
至

る
道
の
分
岐
点
付
近
に
位
置
す
る
(
第
2
図
)

(

-

F

二
)
O

し
た
が
っ
て
、
征
隼
人

軍
は
ル

i
ト
的
に
鞠
智
城
付
近
を
通
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

加
え
て
、
征
討
軍
は
一
年
以
上
現
地
に
留
ま
っ
て
い
た
。
一
万
も
の
征
討
箪

の
丘
〈
棋
を
賄
っ
た
の
は
西
海
道
諸
国
で
あ
ろ
う
が
、
鞠
智
城
も
そ
の
役
目
を
果

た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
も
そ
も
古
代
山
城
と
は
、
攻
撃
拠
点
で
は
な
く
、
戦
い
を
避
け
逃
げ
る
た

め
の
施
設
、
言
う
な
れ
ば
避
難
所
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
膨
大
な
食
料
が
備

但
副
将
軍
巳
下

蓄
さ
れ
て
い
た
。
鞠
智
城
跡
の
発
掘
調
査
で
は
多
数
の
倉
庫
跡
(
第
3
図
)
や

炭
化
米
・
ア
ワ
つ
空
、
そ
し
て
史
料
7
な
ど
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
八
世
紀
の
鞠
智
城
に
も
大
規
模
な
倉
庫
群
が
あ
っ
た
。
ま
た
先
述
し
た
よ

う
に
、
基
緯
城
の
稲
穀
は
、
大
宰
府
の
指
示
に
基
づ
い
た
用
途
に
使
う
こ
と
が

可
能
な
財
源
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
実
を
踏
ま
え
る
と
、
同
じ
古
代
山
城
で
あ
る

鞠
智
城
の
稲
穀
な
ど
の
備
蓄
物
も
、
史
料
2
の
よ
う
に
大
宰
府
の
指
示
に
よ
り

使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
養
老
四
年
の
反
乱
の
際
、
大
宰
府
の
命
に
よ
り
速

や
か
に
域
内
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
稲
穀
な
ど
が
用
い
ら
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

ま
た
鞠
智
城
は
、
第
3
図
に
示
し
た
よ
う
に
域
内
に
広
大
な
平
沼
一
部
を
有
し

お
り
、
そ
こ
か
ら
は
約
七
十
棟
の
建
物
跡
が
見
つ
か
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
大
野
城
や
基
隷
城
を
は
じ
め
と
す
る
古
代
山
城
は
、
大
小
の
谷

が
複
雑
に
入
り
組
む
小
峰
を
多
く
含
み
、
域
内
で
相
当
の
高
低
差
が
あ
る
。
そ

の
た
め
、
ま
と
ま
っ
た
平
沼
面
が
な
く
、
尾
根
上
に
建
物
が
分
散
し
て
い
る
(
第

4
・
5
図
)
。
ま
た
尾
根
上
の
平
坦
面
は
狭
小
な
た
め
、
第
5
図
(
左
)
の
よ
う

に
尾
根
の
平
朗
一
面
い
っ
ぱ
い
に
建
物
を
置
か
な
け
れ
ば
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
広
大
な
平
坦
面
を
城
内
に
持
つ
鞠
智
城
の
構
造
は
、
第
4
図
(
右
)

の
よ
う
に
限
ら
れ
た
土
地
を
整
地
し
た
上
で
建
物
を
造
営
す
る
こ
と
な
く
、
倉

庫
な
ど
の
建
物
を
必
要
に
応
じ
て
増
や
す
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
九
世
紀
の
鞠

智
城
に
不
動
倉
が
設
置
さ
れ
て
い
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
土
地
構
造
だ
っ
た
か

ら
だ
と
い
え
る
。
立
地
に
加
え
、
こ
の
よ
う
な
他
の
古
代
山
城
に
は
な
い
構
造

も
存
続
し
た
要
因
の
一
っ
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
八
世
紀
前
半
の
段
階
で
は
、
大
野
城
・
基
凶
弾
城
・
鞠
智
城
は
国
に
比

べ
大
宰
府
の
方
が
干
渉
・
把
握
度
合
い
が
大
き
く
、
古
代
山
城
の
稲
穀
を
は
じ

め
と
す
る
備
蓄
物
は
大
宰
府
の
指
示
に
基
づ
い
て
使
用
で
き
る
府
の
財
源
で
あ

っ
た
。
と
く
に
、
鞠
智
城
は
一
番
南
端
の
大
宰
府
直
轄
の
施
設
で
あ
り
、
交
通

1
i
 

n
U
 

1
i
 



る の
要
所

し
て
お

面
を
有

第 3盟鞠智城跡

(上)鞠智城跡全体図 (下)鞠智城跡の建物自己覆図
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A 

第 4国基緯城跡
(左)建物跡遺構図、(お)基緯城全体図

第 5図大野城跡
(左)主城原地区遺構図、(右)大野城全体図
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一
一
一
九
世
紀
に
お
け
る
古
代
山
城

(
ご
九
世
紀
の
古
代
山
城

九
世
紀
の
段
階
で
、
確
実
に
存
続
が
認
め
ら
れ
る
古
代
山
城
は
大
野
城
と
鞠

智
城
だ
け
で
あ
る
。

天
長
三
年
に
は
、
商
海
道
の
軍
司
兵
士
制
が
廃
止
さ
れ
て
選
士
・
衛
卒
制
に

切
り
替
わ
っ
た
(
史
料
4
)
。
そ
し
て
、
史
料
5
か
ら
は
貞
観
十
八
年
の
大
野
城

に
城
司
と
衛
卒
四
十
人
が
常
駐
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
天

長
三
年
以
降
の
古
代
山
城
に
は
、
軍
団
兵
士
に
代
わ
り
衛
卒
が
常
置
さ
れ
て
い

た。
加
え
て
、
史
料
4

b
部
分
に
「
給
一
一
線
塩
資
丁
一
一
向
一
一
社
下
一
」

と
か
ら
、
衛
卒
に
は
娘
米
以
外
に
塩
と
資
丁
も
支
給
さ
れ
て
い
た
。
七
世
紀
の

事
例
に
な
る
が
高
安
城
に
は
塩
も
収
蔵
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら

(
-
5
、
大
野
城

の
城
庫
に
も
塩
が
納
め
ら
れ
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
。

ま
た
史
料
5
は
、
城
庫
周
辺
に
百
姓
が
暮
ら
し
て
お
り
、
大
野
山
を
往
復
し

て
衛
卒
の
絞
米
を
売
買
し
て
い
た
が
、
貞
観
十
二
年
以
降
、
府
庫
に
枝
米
が
納

め
ら
れ
る
と
い
な
く
な
っ
た
た
め
、
衛
卒
自
身
が
往
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

城
の
守
り
が
な
り
た
た
な
い
の
で
再
び
絞
米
を
城
践
に
納
め
て
欲
し
い
こ
と
を

願
い
出
て
一
明
訂
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
史
料
5
か
ら

九
世
紀
後
半
に
お
い
て
も
大
宰
府
が
大
野
城
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。

と
あ
る
こ

史
料
8

吋
類
来
一
一
一
代
格
』
巻
一
八
器
伏
事
所
収
、
貞
観
十
二
年
五
月
二
日
太

政
官
符

太
政
官
符

応
4

交
替
検
一
定
府
庫
器
伎
一
事

右
、
参
議
従
四
位
上
行
大
弐
藤
原
朝
飯
冬
緒
起
請
倍
、
府
庫
器
役
、
依
A

延
暦
年
中
官
符
己
目
、
、
水
為
A

-

不
動
一
。
が
後
雄
A

-

年
料
修
理
頗
有
一
一
其
数
一

而
年
代
久
遠
、
損
壊
不
レ
少
。
加
以
、
甲
山
内
等
時
有
一
盗
失
一
。
既
為
一
♂
不

動
…
。
未
レ
得
趣
開
一
。
因
レ
絃
、
官
加
一
検
封
…
、
不
レ
得
白
一
計
知
一
。
望
請
、

使
下
一
一
権
少
弐
従
五
位
上
坂
上
大
宿
祢
瀧
守
一
殊
為
-

e

朝
使
一
、
依
レ
旧
検
定

修
ド
理
損
物
l

者
。
仇
捻
一
太
政
官
延
暦
十
八
年
十
月
二
日
符
、
応
万
人
替

分
付
条
一
五
、
件
器
役
、
立
下
部
一
一
元
日
威
儀
料
、
安
一
置
別
倉
一
、
毎
レ

年
充
用
、
自
余
兵
為
ド
不
動
k
。
但
破
損
物
須
-
修
理
一
。
宜
ト
一
任
之
内
、

四
度
料
霞
一
少
倉
一
、
限
内
修
了
、
返
納
之
事
、
申
レ
官
待
ド
報
符
ヘ

不
レ
得
ド
寄
一
言
不
動
一
、
致
上
レ
有
一
破
損
者
。
右
大
臣
宜
、
奉
レ
勅
。
元

日
成
儀
料
安
一
一
世
出
別
A
H
4

、
毎
レ
年
充
用
。
自
余
兵
為
一
不
動
一
等
事
、
一
依
4

先
符
一
。
但
雄
一
一
不
動
♂
、
理
須
一
一
鮒
領
一
。
故
先
符
一
五
、
不
レ
得
下
寄
一
一
一
一
一
一
向

不
動
一
致
上
レ
有
一
'
破
損
e

者
。
雨
時
有
一
盗
失
¥
不
レ
得
一
一
轍
間
一
。
官
加
一
一

検
封
一
。
無
レ
曲
一
一
計
知
。
可
レ
謂
ト
先
任
吏
等
不
レ
要
一
一
符
旨
一
所
上
レ
致
也
。

宜
一
前
後
之
司
交
替
検
定
、
破
損
之
物
随
即
修
理
一
。
又
修
理
年
料
須

L
削

司
修
理
之
物
、
後
司
交
替
之
次
、
使
部
検
納
、
新
司
応
レ
修
之
料
、
細
選
一
一

尤
損
之
物
、
同
以
下
宛
、
立
為
一
一
慣
例
不
上
上
レ
労
'
一
一
一
一
一
口
上
。
。
大
野
城
器

供
亦
宜
レ
准
レ
此
。

貞
観
十
二
年
五
月
二
自
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さ
ら
に
、
史
料
8
で
は
大
宰
府
司
が
交
替
時
に
大
野
城
の
器
伏
も
点
検
す
る

こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
内
容
は
『
延
喜
交
替
式
』
一
一
九
七
条
に
も
一
凡

大
宰
府
庫
井
大
野
城
器
伏
、
前
後
司
交
替
検
定
之
目
、
破
損
之
物
修
理
。
其
修

理
、
前
司
修
理
之
物
、
後
割
交
替
之
次
、
便
即
検
納
、
新
司
応
一
一
修
理
↓
之
料
、

細
選
s

尤
損
之
物
一
下
宛
」
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
十
世
紀
前
半
に



お
い
て
も
大
野
城
は
器
伎
を
保
有
し
て
お
り
、
器
伎
を
保
管
す
る
た
め
の
兵
庫

が
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
ま
た
、
延
喜
兵
部
式
侃
諸
問
器
伎

条
で
は
、
器
伎
の
具
体
的
な
種
類
と
し
て
甲
・
横
刀
・
弓
・
征
箭
・
前
銭
の
五

つ
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
大
野
城
の
兵
庫
に
収
蔵
さ
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。

史
料
9

叫
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
天
安
二
年
(
八
五
八
)
関
二
月
丙
辰
(
二

十
四
昂
)
条

肥
後
間
一
言
、
菊
地
域
院
兵
庫
鼓
自
鳴
。

史
料
叩
『
日
本
文
徳
天

又
鳴
。

実
録
』
天
安
二
年
間
二
月
了
巴

(
二
十
五
日
)
条

史
料
日
守
口
本
文
徳
天
皇
実
録
』
天
安
二
年
六
月
己
酉
(
二
十
日
)
条

大
宰
府
一
一
一
一
口
、
去
五
月
一
日
、
大
風
暴
雨
。
官
舎
悉
破
、
青
苗
朽
失
。
九
回

二
島
尽
被
一
一
損
傷
-
。
又
肥
後
回
菊
池
城
院
兵
庫
鼓
自
鳴
。
同
城
不
動
倉
十

宇
火
。

史
料
ロ
吋
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
三
年
(
八
七
九
)
三
月
十
六
日
丙
午
条

又
肥
後
国
菊
池
郡
城
続
兵
庫
戸
自
鳴
。

鞠
智
城
も
、
史
料
9
・

ω
・
日
に
兵
庫
内
の
鼓
が
独
り
で
に
鳴
る
と
あ
る
こ

と
か
ら
、
城
内
に
兵
庫
が
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
史
料
ロ
で

も
、
元
慶
三
年
に
鞠
智
城
の
兵
庫
の
戸
が
ひ
と
り
で
に
鳴
っ
て
い
る
と
あ
り
、

九
世
紀
後
半
で
も
鞠
智
城
に
は
兵
庫
が
置
か
れ
て
い
た
。
ま
た
史
料
8
の
大
野

鞠
智
城
の
兵
庫
に
も
鼓
の
他
に
器
伎
が
収
蔵
さ
れ

九
世
紀
に
お
い
て
も
阿
城
は
軍
事
施
設
と
し
て
の
機
能

城
の
事
例
を
踏
ま
え
る
と
、

て
い
た
と
推
察
さ
れ
、

を
保
持
し
て
い
た
。

(
ニ
)
九
世
紀
の
鞠
智
城

延
暦
十
九
年
(
八

O
O
)
に
は
隼
人
へ
口
分
田
を
班
給
し
(
二
一
ょ
っ
、
同
二
十
四

年
に
は
朝
貢
も
停
止
し
(
三
七
)
、
隼
人
の
内
地
化
が
完
了
し
た
。
し
か
し
、
鞠
智

城
は
そ
の
約
八
十
年
後
の
元
慶
三
年
ま
で
存
続
が
確
認
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、

九
世
紀
の
鞠
智
城
は
、
偉
人
対
策
以
外
の
役
割
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

九
世
紀
の
鞠
智
城
の
性
絡
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
で
は
主
に
二
つ
の
見
解
が

提
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
一
つ
が
菊
池
郡
家
あ
る
い
は
そ
の
別
院
と
な
っ
た
と
す
る
菊
池
郡
家
説

で
あ
る
。
笹
山
晴
生
氏
は
八
世
紀
末
以
降
、
東
北
地
方
や
関
東
地
方
で
は
い

わ
ゆ
る
正
倉
神
火
事
件
が
頻
発
し
、
政
府
は
そ
れ
へ
の
対
応
策
の
一
環
と
し
て
、

旧
来
の
倉
庫
群
と
は
別
の
地
に
新
た
に
倉
庫
群
を
建
設
す
る
政
策
を
と
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
、
肥
後
国
に
お
い
て
、
軍
事
施
設
と
し
て
の
鞠
智
城

の
庁
舎
や
倉
庫
群
が
、
菊
池
郡
家
の
政
庁
や
正
倉
と
し
て
の
機
能
を
併
せ
も
つ

よ
う
に
な
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
三
八
)
O

ま
た
、
鈴
木
拓

也
氏
も
「
菊
池
郡
城
続
」
と
い
う
表
記
は
、
九
世
紀
の
鞠
智
城
が
菊
池
郡
家
の

機
能
を
併
せ
持
っ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
お
り
、
一
般
に
郡
家
に
置
か
れ
る
「
不

動
倉
」
と
併
せ
て
注
目
さ
れ
る
と
論
じ
て
い
る
(
ニ
九
)
。

い
ま
一
つ
は
、
山
城
の
倉
庫
化
説
で
あ
る
。
石
松
好
雄
氏
は
、
木
簡
や
史
料

5
、
史
料
日
か
ら
み
て
大
宰
府
管
内
の
山
城
は
少
な
く
と
も
九
世
紀
代
ま
で
は

維
持
管
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
が
、
こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
軍
事
施
設

で
あ
る
城
と
し
て
の
役
割
は
希
薄
と
な
り
、
城
内
に
多
数
の
建
物
(
倉
蔵
)
を
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有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
非
常
時
に
備
え
て
の
穀
物
を
貯
蔵
す
る
動
倉
、

と
し
て
の
役
割
が
強
く
な
っ
た
と
み
る
白
9
0

史
料
日
の
鞠
智
城
の
不
動
倉
十
一
宇
が
火
災
に
あ
っ
た
と
い
う
記
事
は
、
吉

代
山
城
に
不
動
倉
が
設
置
さ
れ
た
唯
一
の
事
例
で
あ
る
。
史
料
日
か
ら
、
少
な

く
と
も
十
一
字
以
上
の
不
動
倉
が
鞠
智
城
内
に
置
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

不
動
倉
は
、
郡
家
も
し
く
は
そ
の
別
院
に
置
か
れ
る
事
例
が
多
い
こ
と
か
ら
、

史
料
日
は
鞠
智
城
が
菊
池
郡
家
と
な
っ
た
と
す
る
見
解
の
根
拠
の
一
つ
と
な

っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
鵠
智
城
の
不
動
倉
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
に

し
た
い
。

不
動
倉
と
は
、
諸
国
の
正
倉
の
う
ち
稲
穀
を
収
納
し
て
満
倉
に
な
っ
た
の
ち
、

国
郡
司
の
検
封
を
経
て
、
そ
の
貯
穀
の
使
用
が
原
則
と
し
て
禁
止
さ
れ
た
倉
の

こ
と
で
あ
る
。
蓄
積
す
る
こ
と
が
前
提
の
財
源
で
あ
る
た
め
、
そ
の
カ
ギ
は
京

進
さ
れ
て
田
郡
司
の
自
由
な
開
封
は
不
可
能
に
な
り
、
官
符
に
よ
る
開
用
命
令

が
発
せ
ら
れ
な
い
限
り
使
用
で
き
な
か
っ
た
(
同
一
)
。
ま
た
、
そ
の
性
質
は
「
遠

年
之
儲
、
非
常
之
備
」
で
あ
り
(
間
一
)
、
「
非
常
」
と
は
国
郡
に
お
け
る
特
定
の

災
害
状
態
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
不
動
穀
お
よ
び
そ
の
蓄
蔵
過
程
の

動
用
穀
は
、
国
郡
に
蓄
積
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
地
方
財
政
の
中
で
、

直
接
中
央
の
指
示
に
基
づ
い
た
用
途
に
も
用
い
ら
れ
る
財
、
飯
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
た
(
問
一
一
)
0

そ
し
て
、
第
二
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
八
世
紀
の
西
海
道
の
古
代
山
城
の

稲
穀
な
ど
の
備
蓄
物
は
大
宰
府
が
直
接
使
用
で
き
る
財
、
源
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら

は
、
非
常
時
に
史
料
2
に
み
え
る
よ
う
に
西
海
道
内
の
国
々
に
今
配
給
さ
れ
た
と

推
察
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
古
代
山
城
に
不
動
倉
が
設
置
さ
れ
て
い
た
と
し

て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
特
に
鞠
智
城
は
広
大
な
平
坦
面
を
有
し
て
お
り
、
「
非

常
」
の
た
め
に
不
動
倉
も
設
置
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

不
動
倉

次
に
、
史
料
ロ
の
「
菊
池
郡
城
院
兵
庫
」
を
「
菊
池
郡
城
院
の
兵
庫
」
か
、

そ
れ
と
も
「
菊
池
郡
の
城
院
の
兵
庫
」
と
解
釈
す
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い

て
考
え
た
い
。

「
院
」
と
は
、
周
囲
に
垣
や
塀
を
め
ぐ
ら
し
た
施
設
の
こ
と
で
あ
り
、
宮
城

や
寺
院
、
神
社
、
国
・
郡
を
は
じ
め
と
す
る
官
街
な
ど
で
み
え
る
。
し
た
が
っ

て
、
「
院
」
を
郡
家
に
結
び
つ
け
る
必
要
は
な
く
、
区
画
さ
れ
た
施
設
と
い
う
意

味
で
「
城
院
」
と
い
う
語
を
使
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
素

直
に
肥
後
間
菊
池
郡
に
あ
る
(
鞠
智
)
城
の
兵
庫
と
解
釈
し
て
い
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
九
世
紀
に
な
る
と
新
羅
の
国
力
低
下
に
伴
い
、
新
羅
の
賊
が
西
海
道

に
来
る
こ
と
が
頻
発
し
た
。
日
本
側
は
警
戒
を
強
め
、
承
和
九
年
(
八
四
五
)
に

は
、
大
宰
大
弐
藤
原
衛
の
新
羅
人
の
越
境
禁
止
の
奏
上
が
認
め
ら
れ
る
(
凶
問
)
O

そ
し
て
貞
観
十
一
年
五
月
二
日
に
は
、
新
羅
海
賊
が
博
多
津
に
来
襲
し
、
豊
前

回
の
年
貢
絹
綿
を
略
奪
す
る
事
件
が
起
き
自
主
、
そ
の
翌
年
に
は
筑
前
権
史
生

佐
伯
真
継
が
、
大
宰
少
弐
藤
原
元
利
万
呂
が
新
羅
王
と
内
通
し
て
い
る
こ
と
を

密
告
す
る
な
ど
(
凶
A

ハ
)
、
自
村
江
の
敗
戦
以
来
、
対
外
的
脅
威
が
著
し
く
高
ま
っ

た。
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と
く
に
、
博
多
津
に
新
羅
海
賊
が
現
れ
年
貢
絹
綿
を
略
取
さ
れ
た
事
件
は
、

大
宰
府
に
強
い
危
機
感
を
与
え
、
貞
観
十
一
年
十
二
月
五
日
に
は
新
羅
海
賊
へ

の
備
え
と
し
て
諸
国
の
伴
囚
を
配
置
、
二
十
八
日
に
は
鴻
艦
館
へ
統
領
・
選
士
・

武
具
等
を
配
備
、
翌
年
二
月
十
五
日
に
は
八
幡
大
菩
薩
宮
・
香
椎
廟
・
宗
像
大

社
・
甘
南
備
神
に
奉
幣
を
行
い
、
新
羅
海
賊
に
対
す
る
鎮
護
を
祈
る
な
ど
新
海

賊
対
策
が
相
次
い
で
行
な
わ
れ
た
。
史
料
8
で
定
期
的
に
大
野
城
の
器
仕
点
検

を
命
じ
た
の
も
、
こ
の
新
羅
海
賊
対
策
の
一
つ
で
あ
り
、
大
野
城
も
こ
の
対
外

的
脅
威
と
密
接
に
関
係
し
て
い
た
。



鞠
智
城
は
、
有
明
海
か
ら
離
れ
た
内
陸
部
に
位
置
し
大
宰
府
と
も
離
れ
て
い

る
が
、
寛
平
五
年
(
八
九
三
)
に
は
肥
後
国
府
の
あ
る
飽
田
郡
を
新
羅
の
賊
が

襲
っ
て
お
り
、
九
世
紀
の
肥
後
闘
も
新
羅
の
脅
威
と
は
無
縁
で
は
な
か
っ
た
。

ま
た
、
博
多
湾
に
は
新
羅
海
賊
が
頻
繁
に
現
れ
て
い
る
状
況
下
、
大
宰
府
政
庁

の
真
上
に
あ
る
大
野
城
は
狙
わ
れ
や
す
い
。
そ
の
よ
う
な
情
勢
下
に
お
い
て
、

大
宰
府
と
有
明
海
か
ら
離
れ
て
い
る
鞠
智
城
の
立
地
は
、
逆
に
外
敵
か
ら
侵
入

さ
れ
難
い
と
い
う
利
点
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
九
世
紀
の
西
海
道
情
勢
を
踏

ま
え
て
も
、
鞠
智
城
が
郡
家
も
し
く
は
別
院
に
な
っ
た
と
は
考
え
難
い
。

以
上
か
ら
、
史
料
ロ
の
「
菊
池
郡
城
院
兵
庫
」
と
は
菊
池
郡
の
城
院
の
兵
庫
、

つ
ま
り
鞠
智
城
の
兵
庫
の
こ
と
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
日
本
三

代
実
録
』
貞
観
十
七
年
六
月
廿
日
辛
未
条
に
み
え
る
「
菊
池
郡
倉
合
」
と
史
料
日

の
不
動
倉
・
兵
庫
は
同
じ
も
の
を
指
し
て
は
お
ら
ず
、
貞
観
十
七
年
六
月
廿
日

辛
未
条
は
、
逆
に
菊
池
郡
家
が
鞠
智
城
と
は
別
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
す

も
の
で
あ
る
。

以
上
、

史
料
の
検
討
か
ら
九
世
紀
に
な
っ
て
も
鞠
智
城
は
軍
事
施
設
、
す
な

わ
ち
古
代
山
城
と
し
て
の
性
格
を
維
持
し
て
い
た
。

ま
た
、
新
羅
か
ら
賊
の
来
襲
が
多
発
し
た
こ
と
に
よ
り
対
外
的
危
機
感
が
高

ま
っ
た
九
世
紀
は
、
再
び
古
代
山
城
の
必
要
性
が
強
ま
っ
た
。
大
野
城
と
鞠
智

城
が
こ
の
時
期
に
再
び
文
献
に
現
れ
た
こ
と
は
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
。

し
か
し
、
九
世
紀
以
降
大
宰
府
の
衰
退
に
伴
い
、
次
第
に
山
城
の
機
能
は
低

下
し
て
い
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

最
後
に
、
本
稿
で
述
べ
た
内
容
を
も
う
一
度
整
理
し
て
お
き
た
い
。

本
稿
は
、
こ
れ
ま
で
論
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
七
世
紀
以
降
の
古
代
山
城
の

役
割
と
変
遷
、
と
く
に
鞠
智
城
を
中
心
に
八
世
紀
か
ら
九
世
紀
以
降
の
古
代
山

城
の
実
態
と
変
遷
の
検
討
を
行
い
、
な
ぜ
平
安
時
代
ま
で
古
代
山
城
が
存
続
し

た
の
か
と
い
う
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
第
一
章
で
は
、
朝
鮮
式
山
城
を
中
心
に
古
代
山
城
の
存
続
期
間
の
再
検

討
を
行
い
、
古
代
山
城
は
有
事
の
際
の
備
え
と
し
て
造
営
さ
れ
た
が
、
対
外
的

危
機
が
低
下
し
て
い
っ
た
八
世
紀
前
半
に
は
そ
の
大
部
分
が
廃
城
と
な
っ
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
一
方
で
大
野
城
は
二
五
六
年
間
、
鞠
智
城
は

一
八
一
年
間
と
二
城
だ
け
で
突
出
し
て
長
期
間
存
続
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘

し
た
。つ
い
で
第
二
章
で
は
、
八
世
紀
の
吉
代
山
城
の
実
態
を
考
察
し
、
八
世
紀
前

半
の
段
階
の
大
野
城
・
基
鼎
城
・
鞠
智
城
は
大
宰
府
の
直
接
の
管
理
下
に
あ
っ

た
施
設
で
あ
り
、
域
内
の
稲
穀
を
は
じ
め
と
す
る
備
蓄
物
は
大
宰
府
の
指
示
に

基
づ
い
て
使
用
で
き
る
府
の
財
源
で
あ
っ
た
こ
と
を
解
明
し
た
。

特
に
、
鞠
智
城
は
一
番
南
端
の
大
宰
府
直
轄
の
施
設
で
あ
り
、
交
通
の
要
所

に
位
置
し
た
こ
と
、
城
内
に
広
大
な
平
坦
商
を
持
つ
こ
と
な
ど
の
他
の
山
城
に

み
え
な
い
特
質
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
古
代
山
城
の
逃
げ
城
と
い
う
性
格
上
、
城

内
に
は
膨
大
な
食
料
の
備
蓄
が
あ
り
、
養
老
四
年
の
輩
人
征
討
の
主
要
な
補
給

基
地
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
が
八
世
紀
前
半
以
降
に
お

け
る
存
続
の
契
機
と
な
っ
た
。

そ
し
て
第
三
章
で
は
、
九
世
紀
の
古
代
山
城
の
実
態
を
検
討
し
、
鞠
智
城
及

び
大
野
城
が
依
然
と
し
て
古
代
山
城
と
し
て
性
質
を
保
持
し
存
在
し
て
い
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
。
と
く
に
新
羅
海
賊
の
出
現
の
頻
発
に
よ
る
国
際
関
係
の
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緊
張
に
よ
り
、
再
び
鞠
智
城
・
大
野
城
は
古
代
山
城
と
し
て
需
要
が
高
ま
っ
た
。

し
か
し
九
世
紀
以
降
、
大
宰
府
の
衰
退
に
と
も
な
い
両
城
も
次
第
に
機
能
が
低

下
し
て
い
っ
た
。

以
上
、
八
・
九
世
紀
以
降
も
存
続
し
た
大
野
城
と
鞠
智
城
は
逃
げ
城
と
し
て

使
用
さ
れ
る
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
が
、
古
代
山
城
と
し
て
機
能
し
続
け
た
。

そ
し
て
、
約
二
百
年
と
い
う
長
期
間
、
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
西
海
道
情
勢

の
な
か
で
、
そ
の
役
割
は
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

注
(
一
)
渡
辺
正
気
「
斉
明
紀
四
年
是
歳
或
本
の
記
事
と
神
籍
石
」
(
『
九
州
考
古
学
』
第
六

O

仁1
ry 、

一
九
八
六
年
)
。

(
二
)
小
田
和
利
「
神
龍
石
と
水
城
大
堤
i
水
域
の
築
堤
工
法
か
ら
み
た
神
鑑
石
の
築
造
年

代
に
つ
い
て
i
」
(
吋
九
州
歴
史
資
料
館
論
集
』

、

九
九
七
年
)
。

(
一
二
)
向
井
一
雄
「
日
本
の
古
代
山
城
研
究
の
成
果
と
課
題
」
(
『
消
波
』
第
一
四
号
、

O 

O
九
年
)
。

(
四
)
坂
本
太
郎
「
天
智
紀
の
史
料
批
判
」
(
『
古
事
記
と
日
本
書
紀
』
坂
本
太
郎
著
作
集
第

巻

一
九
八
八
年
、
初
出
一
九
五
五
年
)

一
六

i
一
一
二
七
頁
。

(
五
)
『
扶
桑
略
記
』
宝
亀
五
年
(
七
七
回
)
是
歳
条
、
『
類
衆
一
一
一
代
格
』
巻
二
造
仏
々
名
古
学

所
収
、
宝
亀
五
年
三
月
三
日
太
政
官
符
、
「
大
宰
府
牒
案
」
(
司
平
安
遺
文
』

O 

四

九
O
O
号
/
堂
本
四
郎
氏
所
蔵
文
書
)
。

(
六
)
倉
住
晴
彦

J
柏
岡
・
大
宰
府
跡
」
(
吋
木
簡
研
究
』
第
九
口
方

一
九
八
七
年
)

O 
八

頁

(
七
)
吋
大
日
本
古
文
書
』
二
l
i
m
o

(
八
)
記
祝
日
本
紀
』
天
平
八
年
(
七
一
ニ
ム
ハ
)

正
月
半
丑
条
。

(
九
)

向
、
同
十
年
四
月
庚
中
条
。

(一

O
)
『
日
本
紀
略
』
弘
仁
四
年
(
八
一
一
一
一
)
三
月
J

半
未
条
。

二
田
平
徳
栄
「
廿
放
出
陣
城
考
」
(
九
州
歴
史
資
料
館
編
『
九
州
歴
史
資
料
館
十
周
年
記

，.{:.."-
，じみ、

大
宰
府
古
文
化
論
叢
』
上
巻
、
古
川
弘
文
館
、

一
九
九
三
年
)
六
九
一
一
…

1
七
O

五
真
。

(
二
二
基
山
町
教
育
委
員
会
編
『
特
別
史
跡

基
捧
城
跡
』
基
山
町
文
化
財
調
査
報
告
書

第
二
集
(
基
山
町
教
育
委
員
会
、

一
九
七
七
年
)

一
二
頁
。

(
一
一
一
一
)
『
続
日
本
紀
』
大
宝
一
冗
年
(
七

O
一
)

八
月
丙
寅
条
。

(
一
凶
)
問
、
和
銅
五
年

今七

八
月
庚
中
条
。

(
一
五
)
磯
村
幸
男
「
凶
日
本
の
古
代
山
城
」
(
森
公
章
編
『
史
跡
で
読
む
日
本
の
歴
史

3

古
代
田
家
の
形
成
』
古
川
弘
文
館
、
二

O
一
O
年
)

一
六
三
頁
。

(
一
六
)
高
松
市
教
育
委
員
会
編
『
屋
鳴
城
跡
日
』
史
跡
天
然
記
念
物
屋
島
基
礎
調
査
事
業

108 

調
査
報
告
書
H
H

(
高
松
市
教
育
委
員
会
、

二
O
O
八
年
)
六
六
頁
。

(
一
七
)

問
中
淳
也
「
金
田
城
跡
i
一
一
ノ
城
戸
・
南
門
に
つ
い
て
i
」
(
町
古
代
文
化
』
六
二

i

一一口万、

O 

O
年
)
七
九
頁
。

(
一
八
)
佐
藤
信
「
古
代
史
か
ら
み
た
鞠
智
城
」
(
笹
山
崎
生
編
『
古
代
山
城
、
鞠
知
日
城
を

考
え
る
l
一
0
0
九
年
東
京
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
記
録
』
山
川
出
版
社
、
二

O
一
O
年
)

O
六
頁
。

(
一
九
)
吉
凶
東
伍
『
大
日
本
地
名
辞
典
』
(
富
山
一
局
、

一
九
七
一
年
)
。

(二

O
)
、
氷
山
修
一

「
隼
人
の
戦
い
と
国
郡
制
」
(
吋
隼
人
と
古
代
日
本
』
向
成
社
、
二

O

O
九
年
、
初
出
一
九
八
九
年

一
九
九
八
年
・
二

O
O
一
年
)

五
一
真
。

(
一
一
二
文
武
閉
年
(
七

O
O
)
六
月
三
日
に
は
、
薩
末
比
資
・
久
資
・
波
一
旦
・
衣
評
督
衣

君
鯨
・
助
叔
羽
衣
君
弓
一
向
口
美
と
肝
衝
難
波
が
肥
人
を
従
え
、
兵
を
持
っ
て
覚
国
使
刑
部

真
木
等
念
品
H

か
す
と
い
う
事
件
が
起
き
て
い
る
。



(
…
二
二
村
上
幸
雄
「
鬼
ノ
城
i
域
内
遺
構
の
調
査
と
出
土
土
器
に
よ
る
年
代
」
(
『
古
代

文
化
』
六
一
11111

四
号

二
O
一
O
年
)
ム
ハ

O
六

1
六

O
八
頁
。

(
二
三
)
小
川
秀
樹
「
豊
前
・
御
所
ヶ
谷
山
城
」
(
『
古
代
文
化
』
六
一

O 

O 

年
)
二
五
回
頁
。

(
二
四
)
波
謹
芳
貴
「
永
納
山
城
跡
」
(
『
古
代
文
化
』
六
一
一

i
二
号
、

O

一O
年
)

五

五
1
二
五
六
頁
。

(
二
五
)
鈴
木
拓
也
「
軍
制
史
か
ら
み
た
古
代
山
城
」
(
『
古
代
文
化
』
六
一
t
i
t
i
l
-
-

四
号
、

O 

一
O
年
)

五
八
加
支
。

つ
ヱ
ハ
)
間
住
欣
一
郎
「
鞠
智
城
跡
」
(
『
木
簡
研
究
』
一
九
号
、

一
九
九
七
年
)
一
二
二
頁
。

七
)
甲
元
民
之

「
鞠
山
抑
制
城
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
(
『
青
一
瞬
』
三
号
、

二
O
O
六
年
)

負‘

(
二
八
)
『
続
日
本
紀
』
文
武
四
年
六
月
庚
辰
条
。

九

向
、
大
宝
二
年
八
月
丙
中
朔
条

十
月
了
商
条
。

(一二

O
)
悶
悶
茂
弘
「
古
代
山
城
と
し
て
の
鴇
智
城
」

(
筏
山
晴
生
編
『
古
代
山
城
、
鞠
智

城
を
考
え
る
i
二
O
O
九
年
東
京
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
記
録
』
山
川
出
版
社
、

O 

O
年
)

五
三
頁
。

(
一
一
二
)
『
続
日
本
紀
』
養
老
四
年
(
七
二

O
)
三
河
内
炭
条
。

(
三
二
)
養
老
寧
防
令
制
将
帥
出
征
条
。

(
一
一
三
)
鶴
嶋
俊
彦
「
肥
後
国
」

(
古
代
交
通
研
究
会
編
円
日
本
古
代
道
路
辞
典
』
八
木
世
一
回

版
、
二

O
O
八
年
)

一
一
…
六
六
頁
、
鶴
嶋
俊
彦
「
古
代
官
道
東
路
と
輪
智
城
」

(
鈴
木

靖
氏
ほ
か
編
『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
道
路
と
交
通
』
勤
勉
出
版

O 

"i三

ま
た
、
高
木
恭
一

氏
は
、
菊
池
川
流
域
の
横
穴
式
石
家
の
構
造
の
類
似
性
や
装
飾

文
様
の
共
通
性
、

石
製
装
飾
の
共
通
性
、
埴
輪
や
須
窓
器
の
流
入
な
ど
か
ら
六
世
紀

以
降
の
菊
池
川
中
流
域
と
筑
後
地
方
と
の
密
接
な
関
係
は
揺
る
ぎ
な
い
も
の
が
あ

り
、
そ
れ
を
つ
な
ぐ
大
動
脈
と
し
て
の
筑
後
i
南
関
i
山
鹿
i
鞠
智
1

1

阿
蘇
を
つ
な

ぎ
豊
後
へ
と
通
じ
る
車
路
本
路
、
車
路
思
肥
支
路
、
そ
の
南
関
!
山
鹿
l
鞠
相
官

i
A口

忘
i
肥
後
八
代
に
通
じ
る
車
路
本
路
が
律
令
制
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
と
み

る
。
(
高
木
恭

「
菊
池
川
流
域
の
古
漬
」
(
『
国
立
民
俗
謄
史
博
物
館
研
究
報
告
』

第
一
七
一
一
一
集
、
二

O
一
二
年
)

二
三
一
員
)
。

(
一
一
一
回
)
熊
本
県
教
育
委
員
会
編
『
鞠
智
城
跡
H

(
鞠
智
城
跡
第
八

i
一
一
一
二
次
調
査
報

北
口

)
i
』
熊
本
県
文
化
財
調
査
報
告
第
二
七
六
集
(
熊
本
県
教
育
委
員
会
、

O 

二
年
)

四
五
五
(
〉
四
六
四
頁
。

(
三
五
)
明
日
本
書
紀
』
天
智
九
年
(
六
七

O
)
二
月
条
。

四

(
一
一
一
六
)
司
類
衆
国
史
』
巻
一
五
九
日
分
間
、

延
暦
一
九
年
(
八

O
O
)
十
二
月
辛
未
条
。

(
三
七
)
『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
十
四
年
五
月
乙
顛
条
。

(
一
一
一
八
)
笹
山
崎
生

Q
U
 
ハU
司

E
A

「
鞠
智
城
と
古
代
間
海
道
」

(
笹
山
崎
生
編
『
古
代
山
城
、
鞠
知
H

城
を

考
え
る
i
i
二
O
O
九
年
東
京
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
記
録
』
山
川
出
版
社
、
ニ

O
一
O
年
)

一
七
真
。

(
三
九
)
鈴
木
拓
自
「
文
献
史
料
か
ら
み
た
古
代
山
城
」
(
『
条
里
制
・
古
代
都
市
研
究
』
二

ムハ門号、

二

O

一O
年
)

一
六
ナ
只
。

(四

O
)
石
松
好
雄
「
大
宰
府
と
朝
鮮
式
山
城
」

(
中
尾
芳
治
ほ
か
編
吋
古
代
日
本
と
朝
鮮

の
都
城
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
書
房
、

二
O
O
七
年
)
一
一
一
四

1
一
二
五
反
。

(
四
一
)
渡
辺
晃
宏
「
平
安
時
代
の
不
動
穀
」
(
『
史
学
雑
誌
』
九
二
二
一
、

一
九
八
九
年
)
。

(
四
二
)
『
類
取
県
三
代
格
』
巻
八
不
動
々
剤
事
所
収
、
寛
平
三
年
(
八
九
一
)

八
月
三
日
太

政
官
符
。

(
四
一
二
)
武
仲
介
紀
子
「
義
倉
の
成
立
と
そ
の
意
義
」
(
『
国
史
学
』
二

O
五
号
、
二

O
二
一
年
)

四
七
頁
。

(
山
田
)
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
九
年
(
八
四
二
)

八
月
一
内
子
条
。



(
四
五
)
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
一
年
(
八
六
九
)
七
月

一
日
戊
午
条
。

(
四
六
)

問
、
点
観
十
二
年
十
一
月
十
三
日
辛
西
条
。

挿
園
出
奥

第

1
図

鞠
m
F
H

城
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
「
鞠
智
城
鞠
智
城
の
築
城
と
そ
の
変
遷

i

熊
本
県

教
育
委
員
会
)

頁

第

2
国

『
古
代
山
城
鞠
智
城
を
考
え
る

平
成
一
二
年
度
鞠
智
城
東
京
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

資
料
』

(
熊
本
保

占
一
O
O
九
年
)

四
一
真
を
改
変

第
3
留
(
上
)
熊
本
県
教
脊
委
員
会
編
吋
鞠
智
城
跡
耳

i
i
鞠
智
城
跡
第
八
i

三
二
次
調

査
報
告

i
b拙
照
ー
本
県
文
化
財
調
査
報
告
第
二
七
六
集
(
熊
本
県
教
育
委
員
会
、

二
0
…
二
年
)

支
を
改
変

向
日1)

-
V
L

一、、
J
3
1

、

寸

1
Jノ
-
j
J

n
u
 

l
l
 

第
4
凶
(
左
)
基
山
町
教
育
委
員
会
編
『
特
別
史
跡

基
簿
城
跡
』
甘
治
山
町
文
化
財
調
査
報

告
書
第
二
集
(
基
山
町
教
育
委
員
会
、

一
九
七
七
年
)

五
頁

(
右
)
基
山
町
史
編
さ
ん
委
員
会
吋
基
山
町
史
』
上
巻
(
基
山
釘

0
0
九
年
)

二
六
一
一
良
を
改
変

第
5
関
(
左
)
福
岡
県
教
育
委
員
会
編
『
特
別
史
跡
大
野
城
廻
』
(
福
岡
県
教
育
委
員
会
、

一
九
七
九
年
)

四
頁

(
右
)
下
原
幸
総
「
大
野
城
と
発
抑
制
調
査
成
果
」
(
『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

阿
志
岐
山

城
を
語
る
』
筑
紫
野
市
歴
史
博
物
館
、

一一

O
二
二
年
)
六
寅




